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(57)【要約】
【課題】放熱対策及び静電気放電対策を図るとともに、
不要輻射を低減できる電子装置及び静電気対策方法を提
供することを主たる目的とする。
【解決手段】本実施形態の電子装置１００は、プリント
基板１０１と、このプリント基板１０１上に実装された
半導体デバイス１０２と、この半導体デバイス１０２上
に熱伝導シート１０３を介して設けられた放熱板１０４
と、この放熱板１０４をプリント基板１０１に固定する
ための固定具１０５と、プリント基板１０１上に設けら
れ、固定具１０５と電気的に接続された銅箔層１０６と
、この銅箔層１０６と放電ギャップ１０７を挟んでプリ
ント基板１０１上に設けられ一端が接地電位（ＧＮＤ）
に接続された銅箔層１０８とを含んで構成されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体デバイスを放熱する放熱部材と、
　前記放熱部材と電気的に接続された第１の導電部と、
　前記第１の放電部と放電ギャップを隔てて接地される第２の導電部と、
　を備えることを特徴とする電子装置。
【請求項２】
　前記半導体デバイスは、基板の一方の面上に設けられ、
　前記第１の導電部は、前記基板の他方の面上にて、前記放熱部材と電気的に接続されて
おり、
　前記第２の導電部は、前記基板の他方の面上にて、前記第１の導電部と前記放電ギャッ
プを隔てて接地されていることを特徴とする請求項１に記載の電子装置。
【請求項３】
　前記放熱部材は、前記放熱部材を固定する固定具を介して前記第１の導電部と電気的に
接続されていることを特徴とする請求項１に記載の電子装置。
【請求項４】
　前記放熱部材は、バネ部材を介して前記第１の導電部と電気的に接続されていることを
特徴とする請求項１に記載の電子装置。
【請求項５】
　前記放電ギャップにて、前記第１及び第２の導電部の少なくともいずれか一つの放電部
が先鋭部を有することを特徴とする請求項１に記載の電子装置。
【請求項６】
　放送波を受信するチューナ部を更に備えることを特徴とする請求項１に記載の電子装置
。
【請求項７】
　前記放熱部材及び前記半導体デバイスを収容する筐体を備え、
　前記筐体には、前記放熱部材の近傍にスリットが設けられていることを特徴とする請求
項１に記載の電子装置。
【請求項８】
　前記放熱部材は、前記半導体デバイスと電気的に接続されていないことを特徴とする請
求項１に記載の電子装置。
【請求項９】
　前記半導体デバイスは、前記チューナ部で受信した放送波をデコードするデコーダ部を
含むことを特徴とする請求項６に記載の電子装置。
【請求項１０】
　半導体デバイスと、前記半導体デバイスを放熱する放熱部材とを含む電子装置の静電気
放電対策方法であって、
　前記放熱部材と電気的に接続された第１の導電部と、前記第１の放電部と放電ギャップ
を隔てて接地される第２の導電部と、を有し、
　前記放熱部材から前記第１の導電部、前記放電ギャップ、前記第２の導電部を介して静
電気を逃がすことを特徴とする静電気放電対策方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、放熱部材を備えた電子装置及び静電気対策方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタルテレビなどのデジタルメディア機器には、高い処理速度の半導体デバイ
ス（例えばＣＰＵ）が求められ、動作時の発熱量は年々高くなってきている。過度に高温
となった半導体デバイスは誤動作を起こす恐れが高い。従って、消費電力が高く、発熱量
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の高い半導体デバイスに対しては放熱板を設けることが行われている。放熱板は通常アル
ミニウム等の熱伝導性の高い金属で作られ、半導体デバイスの上に固定されることが一般
的である。
【０００３】
　特許文献１には、バネ手段を用いて放熱板が半導体デバイス上に押圧固定された構造が
示されている。
　ところで、放熱板は導電体であり電荷の経路となり得るため、静電気やノイズ等の放電
先となり得る。従って、静電気放電（ＥＳＤ:Electro-Static Discharge)が生じた場合、
逃げ場の無い静電気は放熱板を介して周囲の半導体デバイスの端子等に放電され、当該周
囲の半導体デバイスが深刻なダメージ（半導体素子の破壊、誤動作など）を受ける恐れが
ある。
【０００４】
　このＥＳＤの問題を回避する観点から、放熱板そのものをＧＮＤ（接地電位）に接続す
ることが行われている（特許文献２参照）。これによれば、放熱板に放電した静電気は半
導体デバイスよりも電位の低いＧＮＤに流れるため、半導体デバイスに対してダメージを
与え難い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－１８３２５６号公報
【特許文献２】特開２００６－８０４５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記のように、放熱板を設ける際には放熱対策とともにＥＳＤ対策が重要となる。しか
しながら、上記のように放熱板をＧＮＤに接続してしまうと不要輻射を増大させてしまう
恐れがあった。すなわち、たとえＧＮＤであっても、半導体デバイスの周辺ＧＮＤは比較
的ノイズが多いため理想的なＧＮＤに放熱板が接続されているとは言い難い場合がある。
従って、放熱板をＧＮＤに接続することによって不要輻射が生じてしまい、外部の電子機
器（例えばラジオ等）にノイズ等の電磁妨害を与える恐れが考えられる。そして、不要輻
射の規格が厳しい地域では、規格を外れてしまうことも有り得る。
【０００７】
　そこで本発明は、放熱対策及びＥＳＤ対策を図るとともに、不要輻射を防止できる電子
装置及び静電気放電対策方法を提供することを主たる目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、その主な特徴は以下のとおりである。
すなわち、本発明の電子装置は、半導体デバイスを放熱する放熱部材と、放熱部材と電気
的に接続された第１の導電部と、第１の放電部と放電ギャップを隔てて接地される第２の
導電部と、を備えることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の静電気対策方法は、半導体デバイスと、半導体デバイスを放熱する放熱
部材とを含む電子装置の静電気放電対策方法であって、放熱部材と電気的に接続された第
１の導電部と、第１の放電部と放電ギャップを隔てて接地される第２の導電部と、を有し
、放熱部材から第１の導電部、放電ギャップ、第２の導電部を介して静電気を逃がすこと
を特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、放熱板とＧＮＤ間に放電ギャップが設けられているため、通常動作時
には放熱板とＧＮＤとが接続されずに不要輻射を抑えることができる。また、放熱板に放
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電した静電気は放電ギャップを乗り越えてＧＮＤへと流れ込むため、ＥＳＤ対策も図るこ
とが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施形態に係る電子装置の外観を説明するための斜視図である。
【図２】本実施形態に係る電子装置を説明するための断面図である。
【図３】変形例に係る電子装置を説明するための断面図である。
【図４】本実施形態に係る電子装置の適用例を説明するための斜視図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、この発明の最良の実施形態について、図面を参照しながら説明する。図１は、本
発明の一例として、放熱板を固定した半導体デバイスがプリント基板上に実装されたプリ
ント基板ユニット（電子装置１００）の一部の構成を示す斜視図であり、図２は図１のＡ
方向から見た図である。
【００１３】
　すなわち、電子装置１００は、図１及び図２に示すように、主として、プリント基板１
０１と、このプリント基板１０１上に実装された半導体デバイス１０２と、この半導体デ
バイス１０２上に熱伝導シート１０３を介して設けられた放熱板１０４と、この放熱板１
０４をプリント基板１０１に固定するための固定具１０５と、プリント基板１０１上に設
けられ、固定具１０５と電気的に接続された銅箔層１０６と、この銅箔層１０６と放電ギ
ャップ１０７を挟んでプリント基板１０１上に設けられ一端が接地電位（ＧＮＤ）に接続
された銅箔層１０８とを含んで構成されている。
【００１４】
　図示は省略するが、プリント基板１０１の表面上には、半導体集積回路、抵抗器、コン
デンサー等の多数の電子部品が実装され、その部品間が配線で接続されている。
【００１５】
　プリント基板１０１上に実装される半導体デバイス（ＩＣチップ）としては、種々の形
態のものを用いることが出来るが、本実施形態では一例としてＢＧＡ(Ball Grid Array)
型の半導体デバイス１０２が実装されている。ＢＧＡ型の半導体デバイス１０２は、図２
に示すように、プリント基板１０９と、多数の半導体素子が設けられて樹脂封止された半
導体素子部１１０と、プリント基板１０９の裏面に複数配置された入出力用であって半田
等から成る複数の電極１１１とを備えている。なお、半導体デバイス１０２としては、ト
ランジスタ等の単一素子から成るものであってもよい。
【００１６】
　熱伝導シート１０３は、絶縁性や柔軟性を有し、熱伝導率の高い材料から成る例えばシ
リコーンシートやグラファイトシートを含んでいる。このように、放熱板１０４と半導体
デバイス１０２との間に熱伝導シート１０３を配置することが、動作時に半導体デバイス
１０２で生じる熱を効率よく放熱板１０４から放射させる観点から好ましい。なお、熱伝
導シート１０３の表面が接着性を有してもよく、かかる構成では、放熱板１０４と半導体
デバイス１０２とが熱伝導シートによって仮固定される。なお、熱伝導シート１０３と放
熱板１０４との間や、熱伝導シート１０３と半導体デバイス１０２との間に両面テープ等
を配置して、各部を固定してもよい。
【００１７】
　放熱板１０４は、熱伝導性の高い金属（例えばアルミニウムやアルミニウム合金）から
成り、動作時に半導体デバイス１０２で生じる熱を拡散冷却するための放熱器具である。
また、放熱効率を向上させる観点から、略四角形状のベース基板１０４ａから複数のフィ
ン１０４ｂが垂直方向に並列に突出している。なお、本実施形態の基板１０４ａは、半導
体デバイス１０２と同等もしくはそれよりも面積が大きいことが好ましい。また、放熱板
１０４は、目的とする半導体デバイスの近傍に設けることが放熱効果を高める上で好まし
く、さらに言えば、図２に示すように、半導体デバイスの少なくとも一部と重畳させるよ
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うに設けることが好ましい。
【００１８】
　固定具１０５は、放熱板１０４をプリント基板１０１上に固定するための部材であり、
例えば鉄等の導電性の材料から成る。固定具１０５は、放熱板１０４を跨る中心部１１２
を有し、当該中心部１１２の両端は二段階に直角方向に折り曲げ加工され、プリント基板
１０１にビス止めが可能なようにビス用穴１１３が設けられた先端部１１４を備える。
【００１９】
　銅箔層１０６及び銅箔層１０８とは、例えばプリント基板１０１上に多数の配線を形成
する際に同時に形成することが出来る導電層であり、それらは一部離間していわゆる放電
ギャップ１０７を構成している。すなわち、銅箔層１０６の一方の端部は、固定具１０５
のビス用穴１１３の周辺に設けられ、固定具１０５と電気的に接続され、他方の端部は放
電部１１５を有している。また、銅箔層１０８の銅箔層１０６と対向する側の端は放電部
１１５に対向する放電部１１６を有しており、他方の端部はＧＮＤに接続されている。な
お、放電部１１５，１１６は、図１で示すように略三角形状に突出するように構成するこ
と（先鋭部を有すること）が放電特性を向上させる上で好ましい。ただし、耐久性を考慮
して先鋭部の角度は適宜調節することが可能である。
【００２０】
　また、本実施形態では、放電ギャップ１０７を介して放電部１１５、１１６が同一直線
上に配置されるようにしている。なお、放電ギャップの間隔は、ＥＳＤ対策として、静電
気放電をスムーズに行わせることができるように適宜変更することができる。また、放電
ギャップ１０７は、当該構成に限らず、部品メーカから購入するような単一部品を用いて
設けることも可能である。
【００２１】
　なお、図示はしないが、銅箔層１０６、放電ギャップ１０７及び銅箔層１０８は固定具
１０５の他方側に同様に設けてもよい。つまり、ＥＳＤ対策として、単一ではなく複数の
経路を用いて放熱板１０４から放電を行わせるように構成することも可能である。
【００２２】
　放熱板１０４を固定する際には、中心部１１２を隣り合うフィン１０４ｂの溝を通すよ
うにして固定具１０５を放熱板１０４に跨らせ、プリント基板に１０１に設けられたビス
用穴１１７と固定具１０５のビス用穴１１３とをあわせる。そして、所定ビスをビス用穴
１１３，１１７に入れて固定することで放熱板１０４がプリント基板１０１上に固定され
る。
【００２３】
　以上説明したように本実施形態では、放熱板１０４を固定する固定具１０５をプリント
基板１０１上の銅箔層１０６と接続し、当該銅箔層１０６とＧＮＤに接続された銅箔層１
０８との間に放電ギャップ１０７が設けられている。このため、予期せぬ静電気によって
、放熱板１０４に放電した静電気は固定具１０５を介してプリント基板１０１上の銅箔層
１０６に流れ込む。そして、当該静電気は放電ギャップ１０７を乗り越えて銅箔層１０８
を介してＧＮＤに流れ込む。すなわち、過度な静電気が放熱板１０４に印加された場合、
放熱板１０４は、固定具１０５、銅箔層１０６、放電ギャップ１０７、銅箔層１０８の経
路でＧＮＤと短絡するため、静電気はＧＮＤへと逃げ、半導体デバイス１０２や周囲の半
導体デバイスには静電気が印加されない。従って、静電破壊を回避し易い構成である。
【００２４】
　一方、通常動作時において、放電ギャップ１０７は絶縁体となるため、上記のような放
熱板１０４とＧＮＤとの短絡は起きない。従ってノイズがＧＮＤ周辺に多かったとしても
、当該ノイズが放熱板１０４にたどり着くことはなく、不要輻射を低減することが出来る
。
【００２５】
　以上のように、通常動作時は放熱板１０４とＧＮＤとが確実に切断された状態にあるた
め、輻射性能が悪化することもなく、且つＥＳＤ対策を行うことが出来る。なお、放電ギ
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ャップ１０７はプリント基板上で形成されるため、製品間のばらつきは少なく十分に管理
できるものである。
【００２６】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。例えば、図３（ａ）に示すよう
に、金属性のバネ部材１５０を用いて放熱板１０４と銅箔層１０６とを電気的に接続させ
ることで、同様の効果（放熱効果、静電破壊防止、不要輻射防止の効果）を得ることも出
来る。また、図３（ｂ）に示すように、ビス止めではなく直接半田付けする等して導電性
の固定具１６０をプリント基板１０１に固定してもよい。また、プリント基板１０１の表
面側ではなく裏面側に、ＧＮＤと接続された銅箔層１６１を設け、当該銅箔層１６１とＧ
ＮＤとの間に放電ギャップを設ける構成であってもよい。
【００２７】
　また、本実施形態では、導電性の固定具１０５を設けていたが、別の導電性の部材を用
いて放熱板１０４と銅箔層１０６とを接続できるのであれば、固定板１０５として絶縁性
（例えばプラスチック）の部材を用いることもできる。すなわち、放熱板１０４が何らか
の導電性部材と接続され、当該導電性部材が放電ギャップを介してＧＮＤと接続されるよ
うに構成されるのであれば、固定具１０５や固定具１６０などの材質は適宜変更できる。
また、本実施形態では放熱板１０４と銅箔層１０６とを固定具１０５を介して電気的に接
続しているが、放熱板１０４の形状如何では、銅箔層１０６と直接的に接続される構成で
あっても構わない。
【００２８】
　また、上記した電子装置１００は様々な状況に配置することが出来る。例えば、図４に
示すように、プリント基板１０１、放熱板１０４、半導体デバイス１０２等が収容される
筐体１７０にスリット１７１を複数設け、当該スリット１７１の近傍に放熱板１０４が配
置されるようにしてもよい。かかる構成によれば、放熱板１０４には外部からの空気がス
リット１７１を介して良く当たるようになり、放熱特性を向上させることができる。
【００２９】
　また、スリットのような構成が筐体に設けられていると、当該スリットを介して例えば
人体に溜まった静電気が内部の放熱板１０４等に対して放電することがあり得るが、上記
のとおり本実施形態ではＥＳＤ対策が図られている。また、放熱板１０４の近傍に冷却フ
ァンを取り付けて更に放熱効果を高めることも可能である。
【００３０】
　また、上記実施形態では、熱伝導シート１０３を放熱板１０４と半導体デバイス１０２
との間に配置しているが、熱伝導シート１０３を設けずに、放熱板１０４と半導体デバイ
ス１０２とを接着剤や両面テープ等で接着固定してもよい。
【００３１】
　また、本実施形態ではプリント基板１０１の表面に設けられた銅箔層１０６，１０８を
用いているが、ワイヤー状等の配線を用いることも可能である。すなわち、放熱板１０４
とＧＮＤ間には様々な導電パターンを設けることが出来る。
【００３２】
　また、上記した構成の利用形態の一例を説明する。例えば、上記構成は、テレビジョン
放送受信装置に好適に用いられる。すなわち、テレビジョン放送受信装置では、放送波（
放送信号）を受信するチューナー部があり、当該放送信号を用いて映像表示部に映像を映
し出すための映像信号処理系を構成する回路など多数実装されている。そして、これらの
様々な回路部品のうち、特にデコーダ部を構成する半導体集積回路に対しては、デジタル
データの高速処理による発熱があるため、放熱対策、ＥＳＤ対策、不要輻射対策が施され
た本実施形態にかかる構成が極めて有効である。
【００３３】
　なお、本実施形態にかかる発明は、放熱対策、ＥＳＤ対策、不要輻射対策を施したい電
子機器に幅広く適用することが可能である。
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　また、本実施形態では、プリント基板上に半導体デバイスと放熱板とが順に積層された
構成であるが、半導体デバイスのチップ構造等の設計に応じて積層の順序は適宜変更する
ことも可能である。半導体デバイスと放熱板との間に熱伝導性の良好な部材を別に介在さ
せることで、半導体デバイスと放熱板とを近傍ではなく離間させて配置することも可能で
ある。
【符号の説明】
【００３４】
　１００…電子装置，１０１…プリント基板、１０２…半導体デバイス、１０３…熱伝導
シート、１０４…放熱板、１０５…固定具、１０６…銅箔層、１０７…放電ギャップ、１
０８…銅箔層、１１０…プリント基板、１１１…端子、１１２…中心部、１１３…ビス用
穴、１１４…先端部、１１５…放電部、１１６…放電部、１１７…ビス用穴、１５０…バ
ネ部材、１６０…固定具、１６１…銅箔層、１７０…筐体、１７１…スリット。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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